


○一般名処方について

当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を、『商品名』ではなく『成分名』で表記し
た処方箋のことです。

一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療
費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待
できる為、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます。

ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表
示される為、患者様が混乱することがあります。そのため、当院では薬剤の供給状況等を
踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご
不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。

ご来院の患者様へ



【医療 DX 推進体制について】 

当院では、医療 DX を推進し、より安全で質の高い医療を提供するため、以下の 

体制を整備しています。 

■オンライン資格確認システムの導入 

マイナンバーカードを利用した保険資格の確認が可能です。  

受付での手続きがスムーズになり、正確な保険情報に基づく診療が行えます。 

■ 診療情報（薬剤情報・特定健診情報等）の活用 

医師がオンライン資格確認等システムから取得した診療情報を診察室で確認し、 

患者さんの病状把握や治療方針の決定に活用できる体制を整えています。 

■ マイナポータルを通じた医療情報に基づく相談体制 

マイナポータルで提供される医療情報等に基づき、 患者さんの健康管理に関する 

相談に応じることができます。 

■ 電子的診療情報連携体制整備加算３の算定について 

これらの体制整備により、厚生労働省が定める要件を満たしているため、当院では 

「電子的診療情報連携体制整備加算３」を算定しています。 

本加算は、患者さんにより安全で質の高い医療を提供するための体制整備に対して 

認められるものです。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【診療報酬明細書（明細書）の無料発行について】 

当院では、診療報酬明細書を 無料で発行 しています。 

 

【マイナンバーカードの保険証利用について】 

マイナンバーカードを保険証として利用することで、以下のメリットがあります。 

 過去の薬剤情報や特定健診情報を医師が確認でき、より適切な診療につながる 

 転居や勤務先変更による保険証の切り替え漏れが防げる 

 毎回の保険証提示が不要になる 

 

当院ではマイナンバーカードの利用を推奨しています。 

ご不明な点があれば、受付までお声かけください。 
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